
 
効果的な熱中症予防対策支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、効果的な熱中症予防対策支援事業についての補助金（以下「補助金」

という。）の交付に関し必要な事項を定める。 

２ 前項の補助金は毎年度予算の範囲内において交付することとし、補助金の交付に関し

ては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

   

（目的） 

第２条 この補助金は、市町村が行う気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設の設置の

ための費用及び住民への熱中症予防のための効果的な対策を実施するための費用を支援

し、熱中症による救急搬送者数の減少及び熱中症による死亡者の発生を防止することを

目的とする。 

     

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、効果的な熱中症予防

対策支援事業実施要領第３条（１）アに定める気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施

設の設置及び同要領第３条（１）イに定める市町村が高齢者へ行う直接的な注意喚起事

業とする。 

２ 次の各号に掲げる事業は、原則として補助対象事業に含まないものとする。 

（１）国庫補助事業 

（２）当該事業を除く県費補助事業 

（３）公用施設（庁舎等）の整備、維持管理費等に係る事業 

（４）その他、当該補助金の趣旨に合致しない事業 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第７条第１項の交付

決定が行われた会計年度における補助対象事業の実施に要する次に掲げる経費とする。 

 ア 謝金（報償費） 

 イ 旅費 

 ウ 需用費 

 エ 役務費 

 オ 委託料 

 カ 使用料及び賃借料 

 キ 備品購入費（ただし単価５万円未満とする。） 

 ク 補助金及び交付金 

 ケ その他事業の実施にあたり必要と認められる経費 

 

（補助率及び補助限度額） 



 
第５条 補助対象事業に対する補助金の補助率及び補助限度額は別表に定めるとおりとし、

補助対象経費の総額に補助率を乗じて得た額と補助限度額とを比較して少ない方の額を

補助額とする。ただし、算出額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

２ 前項に関わらず、市町村からの補助申請額が予算を超える場合は、指定暑熱避難施設

の設置に係る経費を優先する。 

 

（補助金の支払） 

第６条 補助金の支払い方法は、精算払いとする。 

 

（申請手続） 

第７条 補助金の交付を受けようとする市町村は、会計年度毎に様式第１号を知事に提出

しなければならない。 

２ 様式第１号の提出期限は、会計年度毎に定めるものとする。 

３ 規則第４条第２項第１号から第４号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

 

（交付の決定等） 

第８条 知事は、前条の申請を審査し、補助金の交付又は不交付を決定した時は、様式第

２号を速やかに当該申請市町村長に送付するものとする。 

２ 市町村は、交付決定された補助金の支払いを受けようとするときは、様式第３号を知

事に提出するものとする。 

 

（補助対象事業の変更） 

第９条 市町村は、次の各号のいずれかに該当し、第７条第１項に規定する交付申請書に

記載する内容を変更するときは、様式第４号によりあらかじめ知事の承認を得なければ

ならない。 

（１）補助対象事業の内容の変更（ただし、補助額を大幅に増減しない補助対象経費の変

更等の軽微な変更を除く。） 

（２）補助対象事業の中止・廃止 

 

（変更等の承認） 

第１０条 知事は、前条の変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申

請内容の承認の有無を、様式第５号により市町村に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は

条件を付することができる。 

 

（状況報告） 

第１１条 補助金の交付を受けた市町村は、知事から要求があったときは、事業の遂行の

状況について、当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 

２ 市町村は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合



 
又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し、その

指示を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第１２条 市町村は、補助事業の完了（補助対象事業の中止又は廃止の場合を含む。）後  

３０日以内又は補助対象事業年度末のいずれか早い期日までに、実績報告書を知事に提

出しなければならない。 

２ 規則第１３条の報告書の様式は、様式第６号のとおりとする。 

 

（補助額の確定） 

第１３条 知事は、前条第１項の報告を受けた場合に、実績報告書の審査及び必要に応じ

て調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果に基づき交付決定額を超えない範囲

で補助額を確定し、市町村に通知するものとする。 

２ 補助額の確定に当たり、算出額に 1，０００円未満の端数が生じた場合には、これを

切り捨てるものとする。 

３ 規則第１４条の確定通知書の様式は、様式第７号のとおりとする。 

 

（是正のための措置） 

第１４条 知事は、第１２条の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決

定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、市町村に対し、当該補助

事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命じることができる。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１５条 知事は、市町村が、次の号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１）偽り、その他不正の手段による補助金の交付を受けたとき 

 （２）補助金を他の用途に使用したとき 

 （３）その他、補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令又はこ 

    の交付要綱による指示に違反したとき 

 

（確定による返還等） 

第１６条 市町村は、超過交付額がある場合、別途定める期限内に超過交付額を返還しな

ければならない。 

 

（書類の整備等） 

第１７条 市町村は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、か

つ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度

の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

 



 
（その他） 

第１８条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は知事が別に定める。 

 

 

別表（第５条関係） 

補助率 補助限度額 

１/２以内 ３０万円 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


